
男⼥共同参画局メールマガジン第 481 号（R2.11.13 発⾏） 
----------------------------------------------------------- 
《内閣府 男⼥共同参画局から》 
●11/12〜11/25 ⼥性に対する暴⼒をなくす運動を実施します。 
●「男⼥共同参画会議（第 61 回）」開催報告 
●「コロナ下の⼥性への影響と課題に関する研究会」の第３回開催報告 
 
《お知らせ》 
●令和２年度「NWEC グローバルセミナー」開催について【⽂部科学省】 
●令和２年度「男⼥共同参画の視点による災害対応研修」開催について【⽂部科学省】 
●【⼈権相談窓⼝の御案内】全国⼀⻫「⼥性の⼈権ホットライン」強化週間を実施します【法
務省】 
●（事業主の皆様）仕事と育児・介護の両⽴⽀援セミナー【厚⽣労働省】 
 
《再掲》 
●ＤＶ、性犯罪・性暴⼒でお悩みの⽅の相談窓⼝⼀覧 
------------------------------------------------------------ 
《内閣府 男⼥共同参画局から》 
 
●11/12〜11/25 ⼥性に対する暴⼒をなくす運動を実施します。 

毎年 11 ⽉ 12 ⽇から 11 ⽉ 25 ⽇までの２週間を「⼥性に対する暴⼒をなくす運動」期間
と定め、地⽅公共団体や⼥性団体を始めとする関係団体との連携の下、社会全体に「⼥性に
対する暴⼒」を許さないという意識を広めるため、下記のとおり、広報・啓発活動などの取
組を集中的に実施します。 
 
＜ 実施概要 ＞ 
１．ポスター、リーフレットの作成 
   「性暴⼒を、なくそう」をテーマとした、ポスター及びリーフレットを作成しました。 
  今回、ポスター等で伝えたいメッセージは、以下のとおりです。 
  ・相⼿の同意のない性的な⾏為は、性暴⼒です。 
  ・性暴⼒は、性別や年齢にかかわらず起こります。⾝近な⼈や交際相⼿、配偶者から被
害を受けることもあります。 
  ・性暴⼒の悩み、ひとりで悩まず、相談を。 
  ・性暴⼒被害に悩んでいる⽅を⾒かけたら、相談先を教えてあげてください。 
 
 



２．描きおろし漫画の作成 
   ご⾃⾝も配偶者からの暴⼒の被害経験をお持ちの漫画家の⻄原理恵⼦さんに、より

多くの⽅々に⼥性に対する暴⼒に関⼼を持っていただくための漫画を描きおろしてい
ただきました。 

 
３．パープル・ライトアップの実施 
   全国約 200 か所以上のランドマークを「⼥性に対する暴⼒の根絶」のシンボルカラ

ーである紫⾊に点灯するライトアップを実施します。 
 
４．地⽅⾃治体による各種広報・啓発の取組展開 
   全国各地で、パネル展の実施など、様々な活動が⾏われます。 
 
※今年度の運動の詳細は、下記ＵＲＬを御参照ください。 
 「内閣府・⼥性に対する暴⼒の根絶サイト」 
  https://www.gender.go.jp/policy/no_violence/no_violence_act/index.html 
 
 
●「男⼥共同参画会議（第 61 回）」開催報告 

令和２年 11 ⽉ 11 ⽇（⽔）、「第 61 回男⼥共同参画会議」において、「第５次男⼥共同参
画基本計画策定に当たっての基本的な考え⽅」が菅内閣総理⼤⾂に答申されました。 

菅内閣総理⼤⾂からは、新たな基本計画の策定に向けて、各閣僚に、前例にとらわれず、
柔軟な発想で検討を進めるよう指⽰がありました。 

今後は、本答申を踏まえ、年末までに新たな基本計画を策定します。 
 
詳細はこちらをご覧ください。 ⇒ https://www.gender.go.jp/kaigi/danjo_kaigi/list.html 
 
   
●「コロナ下の⼥性への影響と課題に関する研究会」の第３回開催報告 
 「コロナ下の⼥性への影響と課題に関する研究会」の第３回を 10 ⽉ 29 ⽇（⽊）に開催
しました。 
 
配布資料は、男⼥共同参画局のホームページに掲載しました。議事録は追って掲載します。
ご覧ください。 
http://www.gender.go.jp/kaigi/kento/covid-19/index.html 
 
 



《お知らせ》 
 
●令和２年度「NWEC グローバルセミナー」開催について【⽂部科学省】 
 国⽴⼥性教育会館（NWEC）では、「新型肺炎とジェンダー 〜 公衆衛⽣上の危機がジェ
ンダー平等にあたえる影響」をテーマとして令和２年度「NWEC グローバルセミナー」を
開催します。 

第⼀部では、新型肺炎の押さえ込みに⼀定程度の成果を上げている台湾とアイスランド
から、公衆衛⽣上の危機対応において⼥性リーダーが果たした役割について報告いただき
ます。 

第⼆部では、インドネシアとベトナムの若⼿⼥性リーダーが報告を⾏い、第三部のパネル
ディスカッションでは、新型肺炎の流⾏が⼥性の就労や健康、ひとり親家庭に及ぼす影響と
その対策について、⽇本⼈有識者が議論を交わします。 

第⼀部及び第⼆部は 11 ⽉ 27 ⽇（⾦）〜12 ⽉３⽇（⽊）にオンライン配信、第三部は 12
⽉４⽇（⾦）にライブ配信にて開催します。 
 
詳細は、こちらをご覧ください。 
→https://www.nwec.jp/global/seminar/jpk9qj00000019cv.html 
 
□お問合せ先 
 国⽴⼥性教育会館研究国際室 
TEL:0493-62-6437 
 
 
●令和２年度「男⼥共同参画の視点による災害対応研修」開催について【⽂部科学省】 
 国⽴⼥性教育会館（NWEC）では内閣府と共催で、「男⼥共同参画の視点による災害対応
研修」を開催します。 

近年、⽇本では⾃然災害による被害が頻発しており、防災に対する意識や準備の重要性が
⾼まっています。中でも、災害に強い地域を作るためには、男⼥共同参画の視点による取組
は不可⽋であり、「防災基本計画」及び「第４次男⼥共同参画基本計画」でもその必要性が
掲げられています。 

本研修では、地域の災害対応において中⼼的な役割を担う⾃治体職員等の⽅々を対象に、
「男⼥共同参画視点が災害対応を強化する」をテーマとして、特に防災における男⼥共同参
画視点の意義と対策⽅法についての具体的な情報提供をオンライン形式で実施します。 
 
■ライブ配信(ZOOM によるウェビナー) 
12 ⽉ 17 ⽇(⽊)13:30〜16：30 



定員：200 名程度 
■オンデマンド配信（ライブ配信録画を Youtube 限定公開） 
12 ⽉ 21 ⽇(⽉)9:00〜令和 3 年 1 ⽉ 29 ⽇(⾦)17:00 
定員：定員なし 
 
詳細は、こちらを御覧ください。 
→https://www.nwec.jp/event/training/g_saigai2020.html 
 
□お問合せ先 
国⽴⼥性教育会館事業課 
TEL:0493-62-6724 
 
 
●【⼈権相談窓⼝の御案内】全国⼀⻫「⼥性の⼈権ホットライン」強化週間を実施します【法
務省】 
 法務省の⼈権擁護機関では，配偶者やパートナーからの暴⼒，職場でのセクシュアル・ハ
ラスメント，ストーカー⾏為といった⼥性をめぐる様々な⼈権問題についての相談を受け
付ける専⽤相談電話として「⼥性の⼈権ホットライン」（電話番号：０５７０−０７０−８
１０(ゼロナナゼロのハートライン)）を開設しています。 

この相談活動を強化するため，１１⽉１２⽇（⽊）から同⽉１８⽇（⽔）までの７⽇間，
「全国⼀⻫『⼥性の⼈権ホットライン』強化週間」を実施します。この期間中は，平⽇午前
８時３０分から午後７時まで（強化週間以外は平⽇午前８時３０分から午後５時１５分ま
で）相談を受け付けます。また，１４⽇（⼟）・１５⽇（⽇）も午前１０時から午後５時ま
で相談を受け付けます。 

相談内容の秘密は厳守します。ひとりで悩まず御相談ください。 
 
詳細はこちらを御覧ください。⇒ http://www.moj.go.jp/JINKEN/jinken108.html 
 
 
●（事業主の皆様）仕事と育児・介護の両⽴⽀援セミナー【厚⽣労働省】 

「仕事と育児」「仕事と介護」の両⽴に不安を持つ従業員が安⼼して継続就業できる職場
環境づくりのため、経営者や⼈事労務担当者等を対象とする「仕事と育児・介護の両⽴⽀援
セミナー」を開催します。 

⼈材確保・⼈材定着の鍵となる「仕事と育児」「仕事の介護」の両⽴⽀援制度の導⼊⽅法
や従業員への⽀援⽅法等について解説します。参加無料。事前申込制。 
 



【詳細・お申し込みはこちら】 
http://ikuji-kaigo.com/host_2019.html 
 
【開催⽇・場所】※随時更新 
12/1（⽕）北海道旭川市 
12/2（⽔）北海道札幌市 
12/10（⽊）兵庫県神⼾市 
12/11（⾦）徳島県徳島市 
12/15（⽕）愛知県名古屋市（介護のみ） 
12/16（⽔）⼤阪府⼤阪市 
12/17（⽊）京都府京都市 
 
 
《再掲》 
●ＤＶ、性犯罪・性暴⼒でお悩みの⽅の相談窓⼝⼀覧 
 ＤＶや性暴⼒は、深刻な社会問題です。 

ＤＶや性暴⼒の被害でお悩みの⽅、ひとりで悩まず、ご相談ください。 
 
【ＤＶ相談ナビ】 
 短縮ダイヤル「＃８００８」（はれれば） 
 
【ＤＶ相談プラス】 
 電話での相談（24 時間対応）：0120-279-889（つなぐ・はやく） 
 メールでの相談：https://form.soudanplus.jp/mail 
 SNS で の 相 談 （ 英 語 や 中 国 語 な ど 10 ⾔ 語 の 外 国 語 に も 対 応 ）：
https://form.soudanplus.jp/ja 
 
【性犯罪・性暴⼒被害者のためのワンストップ⽀援センター】 
 全国共通の短縮電話番号「＃８８９１」（早くワンストップ） 
 
【性暴⼒に関する SNS 相談「Cure Time（キュアタイム）」】 
 ホームページ（https://curetime.jp/）から相談できます。 
 相談受付 令和２年 10 ⽉２⽇（⾦）〜令和３年１⽉ 30 ⽇（⽇）（12/29〜1/3 を除く） 
      毎週 ⽉・⽔・⾦・⼟ 16:00〜21:00 
      英語や中国語など 10 ⾔語の外国語にも対応 
 



========================================================= 
◆男⼥共同参画局 Facebook について 
男⼥共同参画局ファイスブックでは、最新の施策、関連情報を随時アップしております。是
⾮ご覧ください。 
https://www.facebook.com/danjokyodosankaku/ 
 
◆内閣府 男⼥共同参画局のホームページは、男⼥共同参画に関する総合的な情報提供サイ
トです。 
男⼥共同参画社会を実現するための法律、基本計画、関係予算等のほか、男⼥共同参画に関
する政策・活動等の情報を掲載しています。 
http://www.gender.go.jp 
 
◆男⼥共同参画局メールマガジンについて 
男⼥共同参画局メールマガジンは、隔週⾦曜⽇に配信しています。 
次号は、令和２年 11 ⽉ 27 ⽇（⾦）に配信する予定です。 
========================================================= 
※このメールは送信専⽤メールアドレスから配信されております。このまま御返信いただ
いてもお答えできませんので御了承ください。  
 
□配信中⽌・配信先変更は、こちらから 
 http://www.gender.go.jp/magazine/index.html  
□バックナンバーはこちらから  
 http://www.gender.go.jp/magazine/backnumber/index.html 
□このメールマガジンへの御意⾒・御要望はこちらから  
 https://form.cao.go.jp/gender/opinion-0001.html 


